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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 6 月 1 3 日 ( 2 0 2 3 . 6 . 1 3 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 入 力 さ れ た Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 現 像 処 理 を 行 う 現 像 手 段 と 、
　 前 記 現 像 処 理 と 同 じ 第 一 の 現 像 処 理 を 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 行 っ て 得 ら れ た 第 一 結 果 画 像 と  
、 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 前 記 第 一 の 現 像 処 理 と は 異 な る 第 二 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら れ た 第 二  
結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 差 分 画 像 を 取 得 す る 取 得 手 段 と 、
　 前 記 第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 差 分 画 像 と に 基 づ き 、 前 記 入 力 さ れ た Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 現 像 処 理  
を 行 っ た 第 三 結 果 画 像 を 生 成 す る 生 成 手 段 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 現 像 手 段 に よ り 現 像 さ れ た 結 果 画 像 を 表 示 す る 表 示 手 段 を 制 御 す る 制 御 手 段 を さ ら  
に 備 え 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 表 示 さ れ た 結 果 画 像 を 前 記 第 三 結 果 画 像 に 切 り 替 え る こ と が 可 能  
で あ る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 取 得 手 段 が 取 得 す る 前 記 差 分 画 像 は 圧 縮 さ れ て お り 、
　 前 記 生 成 手 段 は 、 前 記 圧 縮 さ れ て い る 差 分 画 像 を 解 凍 し て 、 前 記 生 成 を 行 う 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 圧 縮 の 形 式 は 、 ｊ ｐ ｅ ｇ 形 式 ま た は Ｙ Ｕ Ｖ 形 式 の 少 な く と も い ず れ か 一 方 の 形 式 で  
あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 一 の 現 像 処 理 及 び 前 記 第 二 の 現 像 処 理 を 行 う 他 の 装 置 に 対 し 、 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 と  
共 に 現 像 リ ク エ ス ト を 送 信 す る 送 信 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 取 得 手 段 は 、 前 記 他 の 装 置 か ら 前 記 差 分 画 像 を 受 信 す る こ と に よ り 取 得 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 送 信 手 段 は 、 ユ ー ザ 指 示 に 従 っ て 前 記 差 分 画 像 の 取 得 リ ク エ ス ト を 前 記 他 の 装 置 に  
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送 信 し 、
　 前 記 取 得 手 段 は 、 前 記 他 の 装 置 が 前 記 取 得 リ ク エ ス ト に 応 じ て 送 信 し た 前 記 差 分 画 像 を  
受 信 す る こ と に よ り 取 得 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 取 得 手 段 は 、 前 記 差 分 画 像 を 複 数 の 領 域 に 分 割 し て 得 ら れ た 複 数 の 部 分 画 像 の う ち  
、 前 記 差 分 の 大 き さ が 所 定 の 閾 値 以 上 で あ る 部 分 画 像 を そ の 領 域 情 報 と 共 に 取 得 し 、
　 前 記 生 成 手 段 は 、 取 得 し た 前 記 部 分 画 像 と そ の 領 域 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 現 像 手 段 に 現  
像 さ れ た 結 果 画 像 に お け る 対 応 す る 領 域 を 対 象 と し て 前 記 生 成 を 行 う 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 差 分 の 大 き さ は 、 前 記 第 一 結 果 画 像 及 び 前 記 第 二 結 果 画 像 に お け る 画 素 の 平 均 絶 対  
誤 差 、 平 均 二 乗 誤 差 、 誤 差 の 絶 対 値 の 最 大 値 、 誤 差 の 絶 対 値 の 最 頻 値 の い ず れ か を 指 標 と  
し て 決 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 部 分 画 像 は 矩 形 で あ り 、 よ り 小 さ い 面 積 で 、 前 記 差 分 の 大 き さ が 所 定 の 閾 値 以 上 で  
あ る 画 素 が よ り 多 く 包 含 さ れ る よ う に 、 そ の サ イ ズ が 調 整 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請  
求 項 ８ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 部 分 画 像 は 、 そ の 領 域 を 所 定 の 色 空 間 に 従 っ て 色 成 分 方 向 に さ ら に 分 割 し た 場 合 に  
お け る 前 記 差 分 が 所 定 の 閾 値 以 上 で あ る 色 成 分 の 画 像 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 乃  
至 ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 差 分 画 像 の 各 画 素 は 、 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に お い て 自 画 素 に 存 在 し な い 色 成 分 の 情 報 の  
み を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 は 複 数 の フ レ ー ム で 構 成 さ れ る 動 画 で あ り 、
　 前 記 現 像 手 段 は 、 フ レ ー ム 単 位 で 前 記 現 像 処 理 を 行 い 、
　 前 記 取 得 手 段 は 、 前 記 現 像 手 段 に よ る 現 像 処 理 と 同 じ 第 一 の 現 像 処 理 を フ レ ー ム 単 位 で  
行 っ て 得 ら れ た 結 果 を 示 す フ レ ー ム 単 位 の 第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 現 像 手 段 に よ る 現 像 処 理  
と は 異 な る 第 二 の 現 像 処 理 を フ レ ー ム 単 位 で 行 っ て 得 ら れ た 結 果 を 示 す フ レ ー ム 単 位 の 第  
二 結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 、 フ レ ー ム 単 位 の 前 記 差 分 画 像 を 取 得 し 、
　 前 記 生 成 手 段 は 、 フ レ ー ム 単 位 の 前 記 差 分 画 像 に 基 づ い て 、 前 記 現 像 手 段 に よ り 現 像 さ  
れ た フ レ ー ム 単 位 の 画 像 を 更 新 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 取 得 手 段 は 、
　 フ レ ー ム 単 位 の 前 記 差 分 画 像 と し て 、 前 記 動 画 を 構 成 す る 複 数 の フ レ ー ム に お け る キ ー  
フ レ ー ム に 対 応 す る 差 分 画 像 を 取 得 し 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 キ ー フ レ ー ム に 対 応 す る 差 分 画 像 は 時 系 列 に 圧 縮 さ れ て お り 、
　 前 記 生 成 手 段 は 、 前 記 時 系 列 に 圧 縮 さ れ て い る 前 記 キ ー フ レ ー ム に 対 応 す る 差 分 画 像 を  
解 凍 し て 、 前 記 現 像 手 段 に よ り 現 像 さ れ た フ レ ー ム 単 位 の 画 像 を 生 成 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 現 像 処 理 に は 、 少 な く と も デ モ ザ イ ク 処 理 を 含 み 、
　 前 記 第 一 の 現 像 処 理 に お け る デ モ ザ イ ク 処 理 は 、 注 目 す る 画 素 に 存 在 し な い 色 成 分 の 情  
報 を 補 間 手 法 に よ っ て 推 定 す る 処 理 で あ り 、
　 前 記 第 二 の 現 像 処 理 に お け る デ モ ザ イ ク 処 理 は 、 学 習 済 み の ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を  
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用 い た 処 理 で あ る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 １ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 入 力 さ れ た Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 現 像 処 理 を 行 う 現 像 手 段 と 、
　 前 記 現 像 処 理 の 結 果 を 示 す 結 果 画 像 を 保 存 す る 保 存 手 段 と 、
　 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 対 し 前 記 現 像 処 理 と 同 じ 第 一 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら れ た 結 果 を 示 す  
第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 前 記 現 像 処 理 と は 異 な る 第 二 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら  
れ た 第 二 結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 差 分 画 像 を 取 得 す る 取 得 手 段 と 、
　 前 記 保 存 さ れ た 前 記 結 果 画 像 に つ い て 、 前 記 取 得 し た 前 記 差 分 画 像 を 関 連 付 け て 保 存 、  
ま た は 、 前 記 取 得 し た 前 記 差 分 画 像 に よ り 更 新 す る 更 新 手 段 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 入 力 さ れ た Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 、 第 一 の 現 像 処 理 及 び 当 該 第 一 の 現 像 処 理 と は 異 な る 第 二 の 現  
像 処 理 を 行 な う 現 像 手 段 と 、
　 前 記 第 一 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら れ た 第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 第 二 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得  
ら れ た 第 二 結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 差 分 画 像 を 生 成 す る 生 成 手 段 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 差 分 画 像 を 保 存 す る 保 存 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 生 成 手 段 は 、 他 の 装 置 か ら の リ ク エ ス ト に 応 じ て 、 前 記 保 存 手 段 に 保 存 さ れ て い る  
前 記 差 分 画 像 を 読 み 出 し て 前 記 他 の 装 置 に 送 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 を 現 像 す る 画 像 処 理 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 第 一 の 装 置 と 第 二 の 装 置 を 含 み 、
　 前 記 第 一 の 装 置 は 、
　 　 入 力 さ れ た Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 対 し て 現 像 処 理 を 行 う 現 像 手 段 と 、
　 　 前 記 現 像 処 理 の 結 果 を 示 す 結 果 画 像 を 保 存 す る 保 存 手 段 と 、
　 　 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 対 し 前 記 現 像 処 理 と 同 じ 第 一 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら れ た 結 果 を 示  
す 第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 対 し 前 記 現 像 処 理 と は 異 な る 第 二 の 現 像 処 理 を 行 っ  
て 得 ら れ た 結 果 を 示 す 第 二 結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 差 分 画 像 を 取 得 す る 取 得 手 段 と 、
　 　 前 記 差 分 画 像 に 基 づ い て 、 前 記 保 存 手 段 に 保 存 さ れ た 前 記 結 果 画 像 を 更 新 す る 更 新 手  
段 と 、
を 備 え 、
　 前 記 第 二 の 装 置 は 、
　 　 前 記 第 一 の 装 置 か ら Ｒ Ａ Ｗ 画 像 を 取 得 す る 取 得 手 段 と 、
　 　 取 得 し た 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 対 し て 、 前 記 第 一 の 現 像 処 理 及 び 前 記 第 二 の 現 像 処 理 を 行  
な う 現 像 手 段 と 、
　 前 記 第 一 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら れ た 結 果 を 示 す 第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 第 二 の 現 像 処 理  
を 行 っ て 得 ら れ た 結 果 を 示 す 第 二 結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 差 分 画 像 を 生 成 す る 生 成 手 段 と  
、
　 生 成 さ れ た 前 記 差 分 画 像 を 、 前 記 第 一 の 装 置 に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
を 備 え 、
　 こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 入 力 さ れ た Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 現 像 処 理 を 行 う 現 像 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 現 像 処 理 と 同 じ 第 一 の 現 像 処 理 を 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 行 っ て 得 ら れ た 第 一 結 果 画 像 と  
、 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 前 記 第 一 の 現 像 処 理 と は 異 な る 第 二 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら れ た 第 二  
結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 差 分 画 像 を 取 得 す る 取 得 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 差 分 画 像 と に 基 づ き 、 前 記 入 力 さ れ た Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 現 像 処 理  
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を 行 っ た 第 三 結 果 画 像 を 生 成 す る 生 成 ス テ ッ プ と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 入 力 さ れ た Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 現 像 処 理 を 行 う 現 像 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 現 像 処 理 の 結 果 を 示 す 結 果 画 像 を 保 存 す る 保 存 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 対 し 前 記 現 像 処 理 と 同 じ 第 一 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら れ た 結 果 を 示 す  
第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 前 記 現 像 処 理 と は 異 な る 第 二 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら  
れ た 第 二 結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 差 分 画 像 を 取 得 す る 取 得 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 保 存 さ れ た 前 記 結 果 画 像 に つ い て 、 前 記 取 得 し た 前 記 差 分 画 像 を 関 連 付 け て 保 存 、  
ま た は 、 前 記 取 得 し た 前 記 差 分 画 像 に よ り 更 新 す る 更 新 ス テ ッ プ と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 入 力 さ れ た Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 、 第 一 の 現 像 処 理 及 び 当 該 第 一 の 現 像 処 理 と は 異 な る 第 二 の 現  
像 処 理 を 行 な う 現 像 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 一 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら れ た 第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 第 二 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得  
ら れ た 第 二 結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 差 分 画 像 を 生 成 す る 生 成 ス テ ッ プ と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 を 現 像 す る 第 一 の 装 置 と 第 二 の 装 置 を 含 ん だ 画 像 処 理 シ ス テ ム の 制 御 方 法 で  
あ っ て 、
　 前 記 第 一 の 装 置 で は 、
　 　 入 力 さ れ た Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 対 し て 現 像 処 理 を 行 う 現 像 ス テ ッ プ と 、
　 　 前 記 現 像 処 理 の 結 果 を 示 す 結 果 画 像 を 保 存 す る 保 存 ス テ ッ プ と 、
　 　 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 対 し 前 記 現 像 処 理 と 同 じ 第 一 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら れ た 結 果 を 示  
す 第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 対 し 前 記 現 像 処 理 と は 異 な る 第 二 の 現 像 処 理 を 行 っ  
て 得 ら れ た 結 果 を 示 す 第 二 結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 差 分 画 像 を 取 得 す る 取 得 ス テ ッ プ と 、
　 　 前 記 差 分 画 像 に 基 づ い て 、 前 記 保 存 ス テ ッ プ に て 保 存 さ れ た 前 記 結 果 画 像 を 更 新 す る  
更 新 ス テ ッ プ と 、
を 実 行 す る よ う に 制 御 し 、
　 前 記 第 二 の 装 置 で は 、
　 　 前 記 第 一 の 装 置 か ら Ｒ Ａ Ｗ 画 像 を 取 得 す る 取 得 ス テ ッ プ と 、
　 　 取 得 し た 前 記 Ｒ Ａ Ｗ 画 像 に 対 し て 、 前 記 第 一 の 現 像 処 理 及 び 前 記 第 二 の 現 像 処 理 を 行  
な う 現 像 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 一 の 現 像 処 理 を 行 っ て 得 ら れ た 結 果 を 示 す 第 一 結 果 画 像 と 、 前 記 第 二 の 現 像 処 理  
を 行 っ て 得 ら れ た 結 果 を 示 す 第 二 結 果 画 像 と の 差 分 を 示 す 差 分 画 像 を 生 成 す る 生 成 ス テ ッ  
プ と 、
　 生 成 さ れ た 前 記 差 分 画 像 を 、 前 記 第 一 の 装 置 に 送 信 す る 送 信 ス テ ッ プ と 、
を 実 行 す る よ う に 制 御 し 、
　 前 記 第 二 の 現 像 処 理 は 、 前 記 第 一 の 現 像 処 理 よ り も 処 理 負 荷 が 高 い 、
　 こ と を 特 徴 と す る 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ を 請 求 項 １ 乃 至 １ ８ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 と し て 機 能 さ せ  
る た め の プ ロ グ ラ ム 。
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